
滋教互「グループ保険」のお知らせ滋教互「グループ保険」のお知らせ

「みんなのMYポータル」ご登録のお願い
※令和4年 2月より配当金のお知らせが電子化となりました

●「みんなのMYポータル」とは● ●未登録の方へのご依頼事項●
　先日配付（ 2月下旬頃）いたしました「みんなのMYポータル新規登
録のご案内」に記載の手順にそって、「新規登録用はがきシーラー」と
スマートフォン・タブレットorPCでご登録をよろしくお願いいたします。

　「ご加入内容のお知らせ」や「配当金のお知らせ」等の電子
化に伴い、それらの各種資料をスマートフォンやPCでいつでも
ご確認いただけるインターネットサービスを展開いたしました。

登録にあたり
ご準備

いただくもの

●現在のご加入内容の確認
●各種通知の電子化
　「配当金のお知らせ」：令和 4 年 2 月～
　「ご加入内容のお知らせ」：令和 4 年12月～
●改姓等のお手続き
　＊改姓のお手続きには団体の承認が必要です。

【ご加入者様専用サービス】

一般財団法人 滋賀県教職員互助会
TEL：077－528－4557

はがきシーラー再発行依頼や中途加入等に関する照会先はこちら

みんなのMYポータルサポートセンター
TEL：0120－565－609

（土・日・祝日は除く）平日9：00～18：00

「みんなのMYポータル」新規登録でお困りの方

中 途 加 入 日
令和 4 年 9月 1日
募 集期間（予定）

令和 4 年 4 月下旬～ 5月末

新規加入希望者は互助会までご連絡下さい
中途加入募集期間について
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鉄筋コンクリート4階建て
間取り：3ＤＫ＋マルチルーム
バルコニーも広く陽当り良好！
室内もきれいで新婚さんにも最適！！

鉄筋コンクリート2階建て
間取り：3ＤＫ+マルチルーム
陽当りの良い庭付き！
自然が豊かで子育て世代に最適！
単身の方も入居可です！

このほか東矢倉の教職員住宅も入居者募集中です！
また、世帯用住宅のうち守山・東矢倉（一部）は、単身の方にもご入居いただけます！
事前下見もできますので、お気軽にお問い合わせください！！

お問い合わせ先　教職員課健康福利室　福利厚生係　TEL 077-528-4551

入居者募集中！！入居者募集中！！教職員住宅教職員住宅

～神領教職員住宅のご紹介～
【大津市三大寺7-1】

～守山教職員住宅のご紹介～
【守山市横江町地先】

お問い合わせ先　資格給付係　TEL 077-528-4554

手続き

年度初めの被扶養者の手続き

次のケースは、認定を取消す手続きが必要です。被扶養者証を返納してください。

●就職したとき
●パート先で社会保険が適用になったとき（保険証が発行された）
●収入限度額を超えるとき
　★確定申告をして、年間130万円を超えていませんでしたか？
　　（年金受給者は年間180万円です。障害年金も収入に含みます。）
　★毎月の収入は3か月連続して月額108,334円（所得税、通勤手当も含む）を超えていませんか？
　★雇用保険の失業手当を日額3,612円以上受けていませんか？
　★ 1月～12月の期間だけではなく、どの時点で見ても年間130万円を超えていませんか？

取消に該当された日以降は、被扶養者証は使用できません。
使用された場合は、後日、当共済組合が支払った医療費を返還していただきます。

令和 4 年4月から扶養手当が支給されなくなった
（子どもが22歳に到達した、組合員が再任用になった）

普通認定から
特別認定へ変更

主な
ケース

　 4月からご家族の扶養状況に変化はありませんか？少なくとも、次のような
ケースは必ず手続きが必要です。
　詳しい手続き・提出書類については、4月に入ってから各所属所あてに通知しま
すので手続きをお願いします。

お問い合わせ先　資格給付係　TEL 077-528-4554

　医療機関で保険診療を受けた場合、医療費の 7割相当分は共済組合が負担していますが、窓口負担す
る 3割分（未就学児・70歳以上は原則 2割）が高額になった場合、以下の給付をおおむね 3か月後に共
済組合より自動給付しますので請求手続きは不要です。

※あらかじめ医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けて
いただき会計時に提示されると、窓口支払額を（C）自己負担限度額までに抑えることができ
ます。（最終自己負担額は同じです。）

自己負担限度額を超える医療費は高額療養費として給付します。
※自己負担限度額は所得区分により異なります。

窓口負担額（高額療養費が給付される場合は（Ｃ）自己負担限度額）から25,000円（上位所得者は
50,000円）を控除した額を給付する共済組合独自の制度です。

（例）総医療費（10割）が50万円の場合　（所得区分：一般所得者　（標準報酬月額50万以下））

※　　　　　は 3か月後に共済組合登録口座に振り込みます。

（A）高額療養費

（B）一部負担金払戻金・家族療養費附加金

医 療 費 が 高 額 に な っ た と き

療養の給付（ 7割）
350,000円

窓口負担額（ 3割）　150,000円

（Ａ）高額療養費
　　 67,570円 （Ｂ）一部負担金払戻金

57,400円
最終自己負担額
25,030円

（Ｃ）自己負担限度額　82,430円
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教職員相談～ハラスメント対応～教職員相談～ハラスメント対応～

※都合により日程変更する　場合があります。

　職場における「ハラスメント」に関する相談に対応するため、専門の相談員を
設置しています。相談員と相談者のみでの相談です。秘密は守られます。また、
この相談により、不利益を被ることはありません。どうぞお気軽にご相談ください。

4 月18日（月）　　 5月16日（月）　　 6月20日（月）
7月11日（月）　　 7月25日（月）　　 8月 1日（月）
8月22日（月）　　 9月 5日（月）　　 9月12日（月）

滋賀県教育委員会事務局教職員課健康福利室
電話番号：077-528-4559　Ｅ-mail：ma0305@pref.shiga.lg.jp

予約・お問い合わせ

場　　　所 大津合同庁舎 3階　教職員健康相談室
相 談 時 間 午後 1時～ 5時まで
相　談　員 谷口　麻起子 相談員（臨床心理士）
相談対象者 県教育委員会の教職員（県教育委員会事務局、教育機関および県立学校

に所属する教職員）および滋賀県内の市町立義務教育諸学校に所属する
教職員　ほか

令和 4年度相談日のご案内（ 4月～9月）

※面談相談を受け付けています（電話での相談も可能です）。
※相談には予約が必要です。（匿名、仮名での予約可）

お問い合わせ先　保健貸付係　TEL 077-528-4555

特定保健指導の対象となられた方へ

特定保健指導 利用券 を配布しています

　　　最寄りの実施医療機関へ各自が予約する。

　　　職場で利用できる「所属所訪問型保健指導」を申し込む。

　　　人間ドック後の当日保健指導を利用する。（利用券は支部へ返送ください）

利用方法

保健指導該当者には、所属所を通じてご案内がありますので
積極的にご利用ください。

1
2
3

＜下記❶から❸のいずれかを選択できます。＞

特定健康診査（人間ドック等を含みます。）の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、
生活習慣の改善により予防効果が期待できる方に保健師・管理栄養士等の専門職が、生活
習慣にあわせた内臓脂肪削減についてアドバイスを行い、継続的にサポートいたします。
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